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住宅宿泊事業の適正な運営確保に向けた対策の強化について 

 

１ 概 要 

平成 29年 6月に住宅宿泊事業法（以下「法」という。）が公布されたことに伴い、区で 

は、平成 30年 6月より東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例（以下「条例」と 

いう。）を施行し、住宅宿泊事業（以下「民泊」という。）の適正な運営確保を図ってきた 

が、近年民泊の届出住宅数は増加し、民泊施設から生じる騒音やごみの不適正な排出等の 

苦情も増加している。 

このような状況を踏まえ、以下の通り民泊の適正な運営確保に向けた対策を強化する。 

 

２ 対策の強化 

（１）民泊を実施できる期間の制限 

現行の条例では、家主居住型の場合又は家主不在型であっても住宅宿泊管理業者（以下 

「管理業者」という。）が施設に常駐する場合は、平日の営業を可能としているが、条例 

を改正し、今後は家主居住型・家主不在型のいずれについても、平日の営業に適用しない 

こととする。（※条例施行日は令和 8年 10月 1日） 

なお、適用対象は令和 8 年 10月 1日以降の届出受理分とし、同年 9月 30 日までの届出 

受理分（既存施設）には適用しない。 

 

 ※営業可能日 

現 行 今 後 

平日、土日、祝日、年末年始 土日、祝日、年末年始 

 

（２）指導・監督の徹底 

①条例違反者に対する行政処分等の新設 

現在、法違反に関しては法に基づく行政処分が可能となっているが、条例違反に対する 

行政処分は規定していない。 

そこで、条例を改正し、条例違反者に対する指導・勧告や業務改善命令を新設する。 

なお、適用対象は既存施設も含め全ての施設とする。（※条例施行日は令和 8年 10月 1 日） 
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※条例違反に対する行政指導・行政処分 

現 行 今 後 

― 

①住宅宿泊事業者（以下「民泊事業者」という。） 

又は管理業者に対する指導・勧告 

②指導・勧告に従わない者に対する業務 

改善命令 

 

②違反者公表の対象拡大 

現在は、法規定の業務改善命令に従わなかった民泊事業者のみを公表しているが、条例 

 を改正し、法に基づく行政処分だけでなく、条例に基づく行政処分を行った民泊事業者や 

管理業者についても新たに公表する。 

なお、適用対象は既存施設も含め全ての施設とする。（※条例施行日は令和 8年 10月 1 日） 

 

 ※公表対象者 

現 行 今 後 

①法第 15条に規定する業務改善命令に 

従わなかった民泊事業者 

①法第 15条に規定する業務改善命令に 

従わない民泊事業者 

②法第 16条第 1項に規定する業務停止命令 

を受けた民泊事業者 

③法第 16条第 2項に規定する業務廃止命令 

を受けた民泊事業者 

④法第 41条第 2項に規定する業務改善命令 

に従わない管理業者 

⑤改正条例第 20条に規定する業務改善命令 

に従わない民泊事業者又は管理業者 

 

 ③体制の強化 

(a) 苦情電話受付窓口（区コールセンター）の開設 

届出住宅、無届・無許可の営業疑い施設に関する苦情通報電話を受け付けるコール 

センターを設置する。 

〇開設日時 ：月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 8：30～17：00 

〇想定件数 ：60件／月 

 

(b)状況確認・調査の迅速化・効率化 

現在職員が行っている無届・無許可の営業疑いがある施設の現地調査や施設管理者の 

常駐状況等の確認を今後は事業者に委託することで、迅速かつ効率的な実態確認を図り、 

着実な職員による行政指導・処分へつなげていく。 
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※事業者への委託内容 

現 行 今 後 

■届出住宅の現状確認 

①届出住宅周辺の状況確認 

②標識の掲示状況確認 

 

 

 

 

■届出住宅の現状確認 

①届出住宅周辺の状況確認（拡充） 

②標識の掲示状況確認（拡充） 

③管理者の常駐確認（新規） 

④緊急連絡先の稼働状況確認（新規） 

⑤３０分以内の現地駆け付け確認（新規） 

⑥宿泊予約Ｗｅｂサイトの監視（新規） 

 

■無届・無許可の営業疑いの調査 

⑦無届・無許可の営業疑いのある施設の調査 

 （新規） 

 

３ 補正予算額（案） 

  ３１，４９２千円 

 

４ 旅館業法施行条例の改正 

現在、旅館業法施行条例第 6条において、営業時間中の営業従事者の常駐など旅館業を 

営む者の遵守事項を規定しているが、条例違反に対する行政処分は規定していない。 

今回の民泊の対策強化は旅館業にも影響を与える可能性があるため、旅館業法施行条例 

を改正し、条例違反者に対する指導や措置命令、違反者の公表を新たに規定する。 

 

５ 今後の予定 

  令和８年１０月１日  改正条例施行 

      １０月以降  業務委託による苦情電話受付窓口の設置、及び 

             管理者常駐確認等の現地調査の開始 
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第５３号議案 東京都台東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

改  正  案 現     行 

（指導及び勧告）  

第１２条 区長は、第６条の規定に違反した営

業者に対して、その是正に必要な措置をとる

べきことを指導し、及び勧告することができ

る。 

（新設） 

  

（措置命令）  

第１３条 区長は、前条の規定による指導及び

勧告を受けた営業者が当該指導及び勧告に従

わないときは、当該営業者に対し、相当の期

間を定めて、同条の措置をとるべきことを命

ずることができる。 

（新設） 

  

（公 表）  

第１４条 区長は、次の各号のいずれかに該当

する営業者について、公表することができ

る。 

（新設） 

(１) 法第７条の２第１項若しくは第２項又

は前条の規定による命令に従わない営業者 

 

(２) 法第７条の２第３項又は法第８条の規

定による命令を受けた営業者 

 

(３) 法第８条の規定による許可の取消しを

受けた営業者 

 

２ 前項の規定により公表する事項は、次に掲

げるものとする。 

 

(１) 営業者氏名（法人にあっては、その名

称及び代表者の氏名） 

 

(２) 施設の名称及び所在地  

(３) 当該命令又は許可の取消しの内容  

  

（委 任） （委 任） 

第１５条 （略） 第１２条 （略） 

   付 則 

 この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 
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第５４号議案 東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

改  正  案 現     行 

（住宅宿泊事業の実施の制限） （住宅宿泊事業の実施の制限） 

第１７条 法第１８条の規定により住宅宿泊事

業の実施の制限をする区域（以下「制限区

域」という。）は、区の全域とする。 

第１７条 （新設） 

２ 制限区域において、月曜日の正午から土曜

日の正午まで（国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日の

正午から翌日の正午まで及び１２月３０日正

午から翌年１月４日正午までを除く。）の間

は、住宅宿泊事業を実施することはできな

い。 

 法第１１条第１項第２号に規定するとき

は、区内全域において、月曜日の正午から土

曜日の正午まで（国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日の正午から翌日の正午まで及び１２月３０

日正午から翌年１月４日正午までを除く。）

の間は、住宅宿泊事業を実施することはでき

ない。ただし、規則で定めるものが常駐する

場合は、この限りでない。 

  

（指導及び勧告）  

第１９条 区長は、住宅宿泊事業の適正な運営

を確保するため必要があると認めるとき（法

第１５条の規定による業務改善命令をするこ

とができるときを除く。）は、その必要の限

度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の

方法の変更その他業務の運営の改善に必要な

措置をとるよう指導し、及び勧告することが

できる。 

（新設） 

２ 区長は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確

保するため必要があると認めるとき（法第４

１条第２項の規定による業務改善命令をする

ことができるときを除く。）は、その必要の

限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業

務の方法の変更その他業務の運営の改善に必

要な措置をとるよう指導し、及び勧告するこ

とができる。 

 

  

（業務改善命令）  

第２０条 区長は、前条の規定による指導及び

勧告を受けた者が当該指導及び勧告に従わな

（新設） 
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いときは、その者に対し、相当の期間を定め

て、同条の措置をとるべきことを命ずること

ができる。 

  

（違反者の公表） （違反者の公表） 

第２１条 区長は、次の各号のいずれかに該当

する者について、公表することができる。 

第１９条 区長は、法第１５条に規定する業務

改善命令に従わなかった住宅宿泊事業者につ

いて、次に掲げる事項を公表することができ

る。 

(１) 法第１５条若しくは法第４１条第２項

又は前条に規定する業務改善命令に従わな

い者 

(１) 商号、名称又は氏名 

(２) 法第１６条第１項に規定する業務停止

命令を受けた者 

(２) 届出住宅の所在地 

(３) 法第１６条第２項に規定する業務廃止

命令を受けた者 

(３) 当該業務改善命令の内容 

２ 前項の規定により公表する事項は、次に掲

げるものとする。 

（新設） 

(１) 商号、名称又は氏名  

(２) 届出住宅の所在地  

(３) 届出番号  

(４) 当該命令の内容  

  

（委 任） （委 任） 

第２２条 （略） 第２０条 （略） 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例第１７条の規定は、この

条例の施行の日以後に住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第３条第１項の規定による住宅

宿泊事業を営む旨の届出をする住宅について適用し、同日前に同項の規定による住宅宿泊事業を営

む旨の届出をした住宅については、なお従前の例による。 


